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平成19年10月10日、皇太子殿下
ご臨席のもと、平成19年産業殉職者
合祀慰霊式が挙行され、各都道府県
の遺族代表をはじめ、政府、労働団
体の代表等861名のご出席をいただ
きました。本年は5,810名の御霊が
新たに合祀され、統計218,767名
の御霊をお慰めいたしました。

平成19年　産業殉職者合祀慰霊式を挙行

皇太子殿下によるご供花

岸宏一厚生労働副大臣による献花

霊堂へ向かう永遠の灯と御霊簿

横路孝弘衆議院副議長による慰霊の言葉ご遺族にお言葉を掛けられる皇太子殿下

伊藤庄平理事長の式辞慰霊の詩「虹」（朗読：竹下景子）
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少子高齢化社会を迎える中、重要な社会基盤として

女性の労働力が必要とされており、現在も、あらゆる

職場で女性の就業が進んでいます。しかしながら、こ

れまで日本では、働く女性を対象にした大規模な疫学

調査は行われていませんでした。

そこで、労災疾病等13分野研究の「働く女性のため

のメディカル・ケア」分野では、働く女性の健康管理

対策の一助となるよう、平成16年度から２つのテーマ

で合計４つの調査・研究を進めてきました。

【研究１】は「職業生活を通じての女性の健康管理

に関する調査・研究」というテーマで、「Ａ 月経関連

障害が働く女性のＱＷＬ（Quality of Working Life）

に及ぼす影響」「Ｂ 更年期障害が働く女性のＱＷＬに

及ぼす影響」「Ｃ 女性の深夜・長時間労働が精神的及

び内分泌環境に及ぼす影響」の３つの研究が、【研究

２】では「女性外来のモデル・システム開発に関する

研究」について、調査・研究を行っています。

今回は、愛媛労災病院の宮内文久センター長に、担

当された【研究１―Ｃ】を中心にお話を伺いました。

－「女性の深夜・長時間労働」をテーマに研究を行う

ことになった背景を教えてください。

仕事柄、多くの看護師と接してきたのですが、「夜
勤が多くなると、月経異常が起こるようになった」と
いう相談を受けることが多くありました。また、仕事

を終えて一杯飲みに行くと、飲食接客業で深夜働く女
性たちからもそうした訴えが多く、本当だろうかと思
って、昼間働く人（事務員、教師）と、主に夜働く人
（看護師、ホステス）にアンケートをとりました。す
ると、不規則な月経周期を訴える人が事務員や教師で
は10～12％なのに対して、看護師は30％近く、ホステ
スさんはおよそ40％もいました。さらに、看護師を対
象に夜勤の頻度と月経異常を見てみると、夜勤が多く
なればなるほど、不規則な月経周期が出現することが
わかりました。
－この前提から、どのような研究を行ったのですか？

体内リズムを司るホルモンにメラトニンというもの
があります。これは別名季節発情ホルモンとも言われ、
光刺激によって昼夜の長さを感知して発情期を知らせ
ます。ヒトは季節発情を示す動物ではないので、日の
光が内分泌系に影響を及ぼすことはないと考えられて
きました。
しかし、夜間働くことが体内の内分泌環境になんら

かの影響を与え、それが月経異常を生じさせているこ
とが推測されました。そこで看護師の協力を得て、光
刺激を夜22時まで受けたとき（昼間勤務に相当）、午
前２時まで受けたとき（準夜勤務に相当）、翌朝８時
まで受けたとき（夜勤に相当）、それぞれのメラトニ
ンの分泌量を調べてみました。すると、昼間低く夜高
いという日内リズムは変わらないのですが、光刺激を
受ける時間帯によって、分泌量の上昇が抑制されるこ
とがわかりました。労働形態が内分泌環境に影響を与
えるという仮説がより濃厚になり、調査研究で具体的
なホルモンの変動を調べてみることにしました。
研究は、2つの方法で行いました。労災病院の看護

師に協力してもらいました。勤務時間帯の異なる看護
師（昼間＝８～16時、準夜勤＝16～24時、夜勤＝24～
翌８時）それぞれの勤務開始時と終了時に採血、また
開始時から24時間蓄尿を行って、血中および尿中ホル
モンの変動を調べました（サンプル数57）。加えて、

宮内文久センター長に聞く分担研究者・愛媛労災病院働く女性メディカルセンター
（Clinical Research Center for Working Women's Health）

勤労者医療の取組み

夜間の光刺激が血中メラトニン濃度に及ぼす影響

第13回
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アンケートで、昼間勤務、準夜勤務、夜勤務時の疲労
感、満足感などを聞きました（約1,900例）。
－予想していなかった、新しい知見が得られたそうですね。

予想していなかった知見は、別名ストレスホルモン
と呼ばれる副腎皮質ホルモンのひとつ、コルチゾール
の濃度に関するものです。ストレスを瞬間的に受ける
と、コルチゾールの血中濃度が高まることが知られて
いますから、勤務後、つまりストレスを受けた後の採
血ではコルチゾール濃度が高いと予想していました。
ところが、いずれの勤務形態でも、勤務後の血中コル
チゾール濃度は勤務前よりも低くなっていました。
このことはどう解釈したらよいのでしょうか。ひと

つには「勤務している８時間の間にコルチゾールが使
われ尽くしてしまったのではないか」ということ。ま
た、ホルモンにはたんぱく質結合型と、遊離型がある
ため「なんらかの理由でたんぱく質が使われ、たんぱ
く質結合型のコルチゾールが減少したのではないか」
ということが考えられます。
また、交感神経・副腎髄質系に及ぼす影響では、カ

テコールアミンの代謝で興味深い結果が出ました。カ
テコールアミンはいわゆる脳内の情報伝達物質で、ド
ーパ→ドーパミン→ノルアドレナリン→アドレナリン
→ＭＨＰＧへと代謝されていきます。これらの物質は
卵巣、副腎などに影響を及ぼす可能性があります。
結果を見ると、ドーパミン、ノルアドレナリンの血

中濃度はいずれの勤務形態でも勤務前よりも勤務後に
低下しました。アドレナリンは準夜勤務のみ低下を示
しました。また、代謝の最終物質であるＭＨＰＧは、
いずれの勤務形態でも上昇することがわかりました。
尿を調べると、勤務中の尿にドーパミン、ノルアドレ
ナリンはほとんど排出されていませんでした。この結
果から考えられるのは、「労働によって、カテコール
アミンの代謝が早く進んで最終物質のＭＨＰＧに変化
したのではないか」ということです。ここでも、さら
に検証が必要な新たな仮説が出てきました。
－研究の次の段階への足がかりとなりそうですね。

研究の結果をまとめると、「労働によって低下する
ホルモン」と「労働によって上昇するホルモン」があ
ることがわかりました。このことから「ホルモン分泌
の変化が労働の質の指標に使えるのではないか」とい
う大きな仮説が立てられます。とくに、月経や年齢変
化などで絶えずホルモンの変動にさらされる女性に
は、ホルモン分泌の変化がなんらかの影響を与えるこ
とが推察されます。

「労働形態（時間帯）とホルモン分泌の変化」、「体
内環境に与える影響」を証明するには、今後も膨大な
調査・研究が必要ですが、これは、今まで世界でも誰
も手がけていない、全く新しい視点からの検討であり、
さらに研究を発展させていきたいと考えています。
－働く女性の健康維持・増進のために、これらの研究

結果を今後どのように活用される予定ですか？

国内外の学会などで積極的に発表して、研究の価値、
意義を広めていきたいと考えています。すでに、８月
23～26日にブダペストで行われた「世界ストレス会議
（World Conference of Stress）」で発表したところ、ア
メリカを始め各国の研究者に絶賛されました。また、
英語の論文を手に入れたいという問い合わせも入って
きています。今後はアメリカ内分泌学会、日本産婦人
科学会などで発表する予定です。
「働く女性のためのメディカル・ケア」の研究全体

について言えば、和歌山労災病院の矢本希夫医師の
「月経関連障害・更年期障害が働く女性のＱＷＬに及
ぼす影響」は、わが国では行われたことのない大規模
な調査でした。その結果から、就労女性では36％が鎮
痛剤を必要とするほどの月経痛があること、また多く
の女性が月経時には「仕事は休まないが能率が悪くな
る」と答えています。また、更年期障害は、20～60歳
の働く女性の約24％に認められ、20代、30代で「プレ
更年期障害」に悩む女性もいることがわかりました。
これらの障害が「就労の質」に影響を及ぼしているこ
とを日本で初めて明らかにした意義深い研究です。
同じく和歌山労災病院の辰田仁美医師を中心とした

「女性外来のモデル・システム」に関する研究では、
女性は女性外来に何を求めているのかなどを、アンケ
ート調査によって導き出しました。結果からは「いわ
ゆる３分診療ではない診療」「全身的な診断」「不定愁
訴への理解」などが求められていることがわかりまし
た。また、一定の診療時間が確保され、医師と納得の
いく対話が得られれば、診療の満足度と医師の性別は
関係ないという興味深いデータも得られています。
私たち研究グループは、いずれこれらの研究結果を

広く普及するため冊子にまとめることを計画していま
す。内容は、働く女性に、自分の体、特に生殖機能が、
労働を含むライフスタイルとどのように関係するかを
広く知らせると同時に、女性外来の意義や機能を伝え
るものにしたいです。個人だけでなく、企業の保健ス
タッフに社内の健康教育に使っていただけるよう、啓
発的でわかりやすいものにしたいと考えています。
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第4回

近年、産業構造や職場環境の変化、過重労働に
よる勤労者の健康障害が社会的に問題となってい
ます。特に、栄養過多や運動不足などの生活習慣
の変化による内臓脂肪の蓄積を基礎として、高脂
血症、高血圧、高血糖などが集積したメタボリッ
クシンドロームは動脈硬化を進展させて心筋梗塞
や脳卒中などの心血管疾病を発症させる危険因子
であり、さらに過重な労働が重なると過労死等の
重大な事態を引き起こす可能性が高くなります。
一方、職場のストレスによるうつ病や神経症など
が増加しており、職場における心の健康づくりの
推進が大変重要となっています。
独立行政法人労働者健康福祉機構（以下「機構」

といいます。）では、このような健康問題に一次予

防面から積極的に取り組み、働く人々の健康を確
保するため、9つの労災病院に勤労者予防医療セン
ターを、23の労災病院に勤労者予防医療部を設置
して勤労者の健康づくりをサポートしています。

１ はじめに

勤労者予防医療センター及び勤労者予防医療部
（以下「勤労者予防医療センター（部）」）では、勤
労者の健康確保を図るため、過重労働による健康
障害の防止、メンタルヘルス、働く女性の健康管
理に関する事業を展開しています。
また、全ての勤労者予防医療センター（9施設）

では、社会的関心が非常に高まっているメタボリ
ックシンドロームについて、適切な生活指導法を
確立するための調査研究を平成18年度より共同し
て行っています。本調査研究は、日本人における
メタボリックシンドロームの発症に関わる要因を
大規模アンケート調査（メタボリックシンドロー

ム1,000例、対照群1,000例）により明らかにする
こと、メタボリックシンドローム300例を「通常指
導群」と「強化指導群」に分け、各々の指導群の
効果度並びに効果を阻害する要因を明らかにする
ことを目的として実施するものです。
予防医療が、今後益々重視される中で、勤労者

予防医療センター（部）の事業を積極的に展開し
ていく必要があると考えており、2007年SPRING号
からシリーズで勤労者予防医療センターの様々な
取組をご紹介しています。
今回は、九州労災病院勤労者予防医療センター

の紹介です。

2 勤労者予防医療センターと勤労者予防医療部
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九州労災病院勤労者予防医療センターは、一般定期

健康診断の有所見率、職場生活における強い不安、ス

トレスを感じる労働者の増加を背景として、勤労者の

健康を予防面から支援することを目的に平成14年4月

に発足しました。その後、病院部門との連携および支

援を受けて勤労者および地域住民に対する「健康づく

り21」事業（後述）を立ち上げ、本事業を当センター

の活動の中心として発展させつつ、平成19年4月から

は保健師、管理栄養士、理学療法士とスタッフの充実

を図り、院・内外での活動範囲と活動内容が拡がりつ

つあります。これらの専門スタッフの他に、所長、事

務長、事務員を含めた総勢6名が、当センター設立の

趣旨・理念を念頭に置きつつ、活動しています。

1・健康づくり21事業

「健康づくり21」とは勤労者および地域住民を対象

として、3ヵ月に一度（土曜日）、内科的血液検査（コ

レステロール、血糖値など）、血圧などの一般的検査

の他、特殊検査として骨密度・体内脂肪率測定

（InBody）・動脈硬化度測定（PWV）を行い、経時的

な個別的データの変化を元に、医師・保健師・管理栄

養士が、運動・栄養・生活指導などを実施する事業で

す。さらに、個別的な運動能力を測定し、リハ科医師

と理学療法士らによる運動についての具体的なメニュ

ー作成も同時に行います。また、現在注目を集めてい

るメタボリックシンドロームへ対応するため、当セン

ターは既に3年前から腹囲の計測を追加して実施して

います。当事業の目玉として、週5日間（午後4時以降）

病院内のリハビリテーション施設を開放し、エルゴメ

ーターやトレッドミルなどの運動機器を使用して、各

種指導を実施しています。この事業に従事する当セン

ターおよび病院部門からの支援スタッフは、30名を超

えることもあります。上表がこれまでの利用者数の推

移です。

一方、「健康づくり21」の今後の課題として、予防医

療に対する社会の注目度に反して、利用者がやや伸び

悩んでいることから、より利用者のニーズに合わせた

指導方法を検討し、発展させていく必要があると考え

ます。また、これまでの調査によると指導期間が長期

にわたるほど、その効果が、より高い有効性を示すと

されたことから、利用者が長期的に指導を受けられる

ような体制づくりを構築していくよう考えています。

2・企業への出張指導

K市の200名規模の企業へセンターのスタッフが赴

き、身体柔軟性・バランス能力・筋力の身体的能力の

判定に加え、骨密度・体成分分析（InBody）・動脈硬

化度を測定し企業の一般健診データと併せ生活指導を

行いました。

1.はじめに

2.当センターの主たる活動内容
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「健康づくり21」事業利用者数の推移（但し19年度は10月末現在） 
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勤労者医療の取り組み 

3・メンタルヘルス対策

社会環境の変化や職場の人間関係などに悩む勤労者

本人や家族、職場の労務担当者に対して、臨床心理士

による『勤労者　心の電話相談』、産業カウンセラー

による『対面型カウンセリング』を無料で実施してい

ます。

4・講演活動

企業、地域市民センター、労働局、労働基準協会、

地域産業保健センター及び産業保健推進センター等の

依頼により勤労者への健康確保に関する講演を行って

います。今年度は、メタボリックシンドロームや来年

度より施行される特定健診・特定保健指導の講演依頼

が多く、利用者が生活習慣病対策への関心の高いこと

が窺われます。

昨年9月の全国安全衛生週間説明会（98企業参加）

においては福岡産業保健推進センター及び小倉労働基

準協会の依頼を受け、産業保健相談窓口を開設、保健

師、管理栄養士、理学療法士が『職場における健康づ

くりの進め方』と題して特別講演を行いました。講演

活動実績としては平成19年10月末現在で7企業約300名

のご参加をいただいています。その他、平成18年度に

は当センター近隣に所在する葛原市民センターと葛原

校区まちづくり協議会の依頼により、地域住民の健康

づくり事業『いきいき健康セミナー』（参加者約30名）

を6～10月の毎週水曜日15回シリーズで行い、平成19

年度には沼市民センターの依頼により同じく地域住民

の健康づくり事業として『ゆうゆうライフ健康教室』

（参加者約30名）を9月～11月にかけて6回シリーズで

行いました。

5・各スタッフからの職務内容の紹介

保健師の声

勤労者予防医療センターの特色として保健師・管理

栄養士・理学療法士の専門分野のスタッフがチームを

左：体成分分析測定

右上：企業の体操風景

右下：生活指導

講演後のストレッチ

講演風景
20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 

内臓脂肪断面積 
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かを体験し、食事バランスの摂り方を学んでいただき

ました。個人が選んだ食事のエネルギー量や塩分量を

計算し、アドバイスを加え紙面にて配布したところ、

リハの技師さんから「自分で選んだメニューに対して

アドバイスを受けることができたので、今後の食生活

を見直すきっかけになりました」という喜ばしい声が

ありました。

今年は講演活動も徐々に増えており、受講者の心に

より響く内容・構成にしていきたいと考えています。

理学療法士の声

運動指導に関する主な活動は、平日の夕方からリハ

ビリ室で行っている「健康づくり21」の運動指導と、

人間ドック後の運動指導、企業などで行う講演活動な

どです。「健康づくり21」における運動指導では、生

活習慣病予防のための有酸素運動（トレッドミル、自

転車エルゴメーター、ストレッチ、全身体操など）を

柱としていますが、運動器疾患などを合併している参

加者も多いため、疾患の進行予防のための筋力強化な

ど、症状に合わせた細かな個別指導も行っています。

また、人間ドック後や講演活動における運動指導では、

忙しい勤労者でも運動を実施しやすいように、活動量

を増やすための提案を、具体例を挙げて説明するよう

にしています。

平成20年度から特定健診・特定保健指導が開始され

ることもあり、当センターが他の医療機関に先がけ、

平成14年度から一次予防としての保健指導に取り組ん

できた実績を活かし、勤労者の健康確保のために、今

後も積極的に活動をしてまいりたいと考えています。
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組み、体成分分析装置・血圧脈波検査装置・超音波骨

評価装置の操作や結果説明及び講演活動など、勤労者

の健康づくりをサポートしています。

以下、前述した「2.企業への出張指導」をご紹介し

ます。

出張先の企業は従業員200名規模の企業（8割が男性

で、平均年齢44歳と働き盛りの年代が中心）で、体成

分分析測定の結果では、内臓脂肪断面積100cm2以上

で「内臓脂肪が多い」と判定された男性が4割近くい

ることがわかりました。その原因としては、デスクワ

ーク業務が主となり、普段から運動不足の傾向が強く、

ご本人たちもそのことは気づいておられるようでし

た。今回は測定結果の説明が主であったため、個別の

保健指導の時間を予定していなかったことから、今後

は、保健師主業務である個別指導で「各自の気づき」

に対応するように導いていきたいと思います。

管理栄養士の声

私は、測定機器の操作及び結果説明、栄養指導、宣

伝ポスターづくりなど何でもこなす管理栄養士です。

測定機器の個人データ入力の機敏さは天下一品です。

いくら食事や栄養の知識があっても実際に食生活を

変えていくことは容易ではないのが現状です。少しで

も行動変容につなげられる栄養指導ができるように

日々勉強・努力していきたいと思っています。

平成19年9月、全国労災病院リハビリテーション技

師会の全国研修会において、フードセミナーを行いま

した。参加者に事前に選んでいただいたメニューを食

べながら、そのメニューが自分に合っているものなの

3.おわりに

フードセミナー

健康づくり21の運動指導
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10月25日、26日の2日間にわたって、神奈川県川崎市のソリッドスクエアホールにて、平成19年度産業
保健調査研究発表会が開催されました。これは、全国の産業保健推進センターの担当者が一堂に会して平成
18年度に実施した調査研究課題を発表し、その内容について評価を受けるものです。同時に産業保健活動に
ついてさまざまな問題点を共有しつつ、その対策を活発に討議し、持ち帰って日常の支援活動に活かすための
年に１度の機会。熱気にあふれた会場の模様をご報告します。

注）本文中の都道府県名は各産業保健推進センターを表します。

今年は、「メンタルヘルス」と

「産業保健活動」をテーマにした２

つのシンポジウムと、「石綿等」、

「中小規模事業場の産業保健」、「労

働者のグループと健康」、「職場に

おける疾病」の４つのテーマにく

くられた個別発表の合計で26の調

査研究課題が発表されました。

冒頭は、伊藤庄平（独）労働者

健康福祉機構理事長の挨拶。理事

長は「人口減少社会に入った今、

ますます女性、高齢者の就業率の

増加が求められる。その中で社会

保障制度を維持し、理想的なライ

フワークバランスを実現するには、

働く人の心身の健康に寄与する産

業保健推進センターの役割は重要。

今後も企業、産業医などと密なネ

ットワークを構築し、社会を支え

ましょう」と述べました。

調査研究発表は「メンタルヘル

ス」のシンポジウムから始まりま

した。北日本の６つの産業保健推

進センター（北海道、青森、岩手、

宮城、秋田、山形）が、共同で行

った広域的な調査研究をはじめ、

ラインケアの支援マニュアルを用

いた実践研究（茨城）、気づきとセ

ルフケア（群馬）、働く女性の職場

ストレス（石川）、職場復帰困難事

例の対応（愛知）など７つの発表

は、いずれも、増加し複雑化する

メンタルヘルスの問題に多角的な

視点で取り組んだ内容でした。特

に６センターによる共同研究は

9,000人以上の労働者、2,000人近い

産業医、1,700を超える事業場のア

ンケートをまとめた労作。その中

で月間残業時間とうつ症状の相関

が明らかにされ、会場からは「残

業時間が多くなるほどうつ症状の

発現率が高そうだという推測を裏

付けるデータとなった」との声が

あがりました。

シンポジウムでは、メンタルヘ

ルス対策の困難事例についても活

発な議論が展開。「うつ病」という

主治医の診断の裏に「統合失調症」

や「人格障害」など複雑な疾患が

隠れている可能性もあり、「うつ病」

だけでなくその他の精神疾患の認

知をはじめ包括的な対応が必要と

いう発言には、多くの参加者がう

なずいていました。

続いて「石綿等」のテーマで、

作業現場におけるマスク効率の調

査（岡山）、土木・建築工事業の事

業場の石綿対策の実態（大分）、溶伊藤庄平理事長

人口減少社会の今、
産業保健活動が社会を支える

メンタルヘルス問題に
多角的に取り組む

すでに現場で使われている
実践的な調査研究例も

平成19年度 産業保健調査研究発表会平成19年度 産業保健調査研究発表会

産業保健推進センターの活動

全国47都道府県から集まった参加者たち
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康」、「職場における疾

病」とテーマごとに個

別発表が行われまし

た。東京・神奈川・埼

玉の共同研究による、

健康職場づくりのため

の支援ツールに関する

発表では、産業保健推

進センターを中心に、職場支援の

ための社会的な資源が複数示され、

それらの連携を構築するためのツ

ールが紹介されました。鹿児島の

発表は、労働者のストレスに家族

の評価も含めたもの。調査結果か

ら、家族から見た労働者のストレ

ス頻度が高いほど、家族自身のス

トレスも高まるという興味深い結

果が示されました。

また、滋賀の派遣労働者の就労

状況と健康管理の実態に関する調

査、長崎の外国人労働者の健康調

査と職場の健康管理は、いずれも

社会的に弱い立場にある労働者に

目を向けたものでした。現在の日

本の社会状況では、こうした労働

力にも依存せざるを得ないことか

ら、意義深く先駆的な発表との評価

を受けました。

奈良は、ＷＡＩ（Work Ability

Index）を用いて、労働適応能力と

職場要因・個体要因との関連性を

発表。ＷＡＩという新しい指標の

提示は会場の興味を呼び、さまざ

まな質問が出ました。

個別疾患に関する発表では、パ

ン製造業における職業性アレルギ

ーの実態調査（熊本）、腰痛多発業

種における作業姿勢（大阪）など、

問題点を指摘し今後の対策を検討

しました。特殊な例ではあります

が、該当する職場においてはいず

れも応用可能な内容でした。

全体講評では、櫻井治彦産業保

健調査研究検討委員会副委員長に

よる個別の講評に続いて、 田勗

産業保健調査研究検討委員会委員

長が、過去を振り返りながら講評。

「年数を重ねるごとに社会的なニー

ズに沿った実践的なテーマが選ば

れている」ことを評価しました。

最後に当機構の中林圭一産業保

健担当理事が挨拶の中で「これら

の研究の成果を、協力してくださ

った事業場などにお返しして、労

働者に還元してもらいたい」と述

べました。「事業場など現場で調査

研究の成果が認められれば、さら

に一歩進んだ研究へもご協力いた

だけるはず。こうした好循環を生

み出し、産業保健推進活動が労働

者の健康維持、疾病予防につなが

ることを全国的にアピールしたい」

と締めくくりました。

接作業者の呼吸器疾患（福井）の

個別発表がありました。いずれも、

シンプルでありながら重要な問題

提起型の研究であること、中小規

模事業場の労働安全衛生管理の現

状に踏み込んだ調査であることな

どが評価されました。特に岡山の

発表は、防じんマスクの装着方法

により“漏れ率”が明らかに異な

ったこと、不適切な装着例と正し

い装着例を具体的に示す内容に、

参加者の興味も集中。フロアから

は「すでに作業員の講習に使って

いる」（鳥取の担当者）との発言も

出て、相互の調査研究を日ごろの

産業保健活動に活かす好例である

ことが示されました。

２日目は「産業保健活動」のシ

ンポジウムでスタート。事業場に

おける生活習慣病予防と勤労者の

運動習慣の実態（宮城）、定期健康

診断の事後措置の実態（千葉）、産

業医の量と質の確保に関する研究

（広島）など５つの研究が発表され

ました。

その後も「中小規模事業場の産

業保健」、「労働者のグループと健

産業保健活動のニーズの
高まりは必至

弱い立場、特定の問題も
見過ごすことなく

調査研究を事業場に還元して
好循環を生み出す

防護マスクの種類によって、装着にも

コツがあることを説明。マスクの選択、

正しい装着法など徹底した指導が、作

業現場をより安全にする

全体講評



施設名 所在地 電話番号
北 海 道 札幌市北区北７条西 011-726-7701
青　　森 青森市古川 017-731-3661
岩　　手 盛岡市盛岡駅西通 019-621-5366
宮　　城 仙台市青葉区中央 022-267-4229
秋　　田 秋田市中通 018-884-7771
山　　形 山形市十日町 023-624-5188
福　　島 福島市栄町 024-526-0526
茨　　城 水戸市南町 029-300-1221
栃　　木 宇都宮市本町 028-643-0685
群　　馬 前橋市千代田町 027-233-0026
埼　　玉 さいたま市浦和区高砂 048-829-2661
千　　葉 千葉市中央区問屋町 043-245-3551
東　　京 千代田区三番町 03-5211-4480
神 奈 川 横浜市神奈川区鶴屋町 045-410-1160
新　　潟 新潟市中央区礎町通二ノ町 025-227-4411
富　　山 富山市牛島新町 076-444-6866
石　　川 金沢市広岡 076-265-3888
福　　井 福井市大手 0776-27-6395
山　　梨 甲府市丸の内 055-220-7020
長　　野 長野市岡田町 026-225-8533
岐　　阜 岐阜市吉野町 058-263-2311
静　　岡 静岡市葵区黒金町 054-205-0111
愛　　知 名古屋市中区栄 052-242-5771
三　　重 津市桜橋 059-213-0711
滋　　賀 大津市浜大津 077-510-0770
京　　都 京都市中京区車屋御池下ル 075-212-2600
大　　阪 大阪市中央区本町 06-6263-5234
兵　　庫 神戸市中央区東川崎町 078-360-4805
奈　　良 奈良市大宮町 0742-25-3100
和 歌 山 和歌山市八番丁 073-421-8990
鳥　　取 鳥取市扇町 0857-25-3431
島　　根 松江市殿町 0852-59-5801
岡　　山 岡山市下石井 086-212-1222
広　　島 広島市中区八丁堀 082-224-1361
山　　口 山口市旭通り 083-933-0105
徳　　島 徳島市幸町 088-656-0330
香　　川 高松市古新町 087-826-3850
愛　　媛 松山市千舟町 089-915-1911
高　　知 高知市本町 088-826-6155
福　　岡 福岡市博多区博多駅南 092-414-5264
佐　　賀 佐賀市駅南本町 0952-41-1888
長　　崎 長崎市出島町 095-821-9170
熊　　本 熊本市花畑町 096-353-5480
大　　分 大分市荷揚町 097-573-8070
宮　　崎 宮崎市広島 0985-62-2511
鹿 児 島 鹿児島市東千石町 099-223-8100
沖　　縄 那覇市字小禄 098-859-6175
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発行年月：平成20年1月

産業保健推進センター一覧労災病院グループ一覧

施設名 所在地 電話番号
美　　唄 美唄市東４条南 0126-63-2151
岩 見 沢 岩見沢市４条東 0126-22-1300
釧　　路 釧路市中園町 0154-22-7191
青　　森 八戸市白銀町 0178-33-1551
東　　北 仙台市青葉区台原 022-275-1111
秋　　田 大館市軽井沢 0186-52-3131
福　　島 いわき市内郷綴町 0246-26-1111
鹿　　島 神栖市土合本町 0479-48-4111
千　　葉 市原市辰巳台東 0436-74-1111
東　　京 大田区大森南 03-3742-7301
関　　東 川崎市中原区木月住吉町 044-411-3131
横　　浜 横浜市港北区小机町 045-474-8111
燕 燕市佐渡 0256-64-5111

新　　潟 上越市東雲町 025-543-3123
富　　山 魚津市六郎丸 0765-22-1280
浜　　松 浜松市東区将監町 053-462-1211
中　　部 名古屋市港区港明 052-652-5511
旭 尾張旭市平子町北 0561-54-3131

大　　阪 堺市北区長曽根町 072-252-3561
関　　西 尼崎市稲葉荘 06-6416-1221
神　　戸 神戸市中央区籠池通 078-231-5901
和 歌 山 和歌山市古屋 073-451-3181
山　　陰 米子市皆生新田 0859-33-8181
岡　　山 岡山市築港緑町 086-262-0131
中　　国 呉市広多賀谷 0823-72-7171
山　　口 山陽小野田市大字小野田 0836-83-2881
香　　川 丸亀市城東町 0877-23-3111
愛　　媛 新居浜市南小松原町 0897-33-6191
九　　州 北九州市小倉南区葛原高松 093-471-1121
門　　司 北九州市門司区東港町 093-331-3461
筑　　豊 飯塚市弁分 0948-22-2980
長　　崎 佐世保市瀬戸越 0956-49-2191
熊　　本 八代市竹原町 0965-33-4151

0866-56-7141

飯塚市伊岐須 0948-24-7500総合せき損センター

吉備高原医療リハビリ
テーションセンター

加賀郡
吉備中央町吉川


